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神奈川県と神奈川大学との包括連携協定の締結につい

て 

― ― 神奈川の課題に対応していくため、包括連携協定を締結しました 

神奈川県と神奈川大学は、人生100 歳時代が到来するなど、複雑、多様化している神奈川の課

題に適切に対応し、より幅広い分野での連携を図って地域社会の発展に寄与するため、本日包

括連携協定を締結しました。

協定において連携して取り組むとしている事項

１ 国際化の推進に関すること

２ 未病改善に関すること

３ まちづくり及び地域社会の活性化に関すること

４ 人材の育成に関すること

５ 産業の振興に関すること

６ 教育・研究・文化の振興に関すること

７ その他協定の目的を達成するために必要なこと

添付資料

‧ 資料1 神奈川県と神奈川大学との連携と協力に関する協定書
‧ 資料2 具体的な連携事業

問合せ先

神奈川県政策局政策部 

政策調整担当課長 船山 電話 045-210-3051 

神奈川県政策局政策部総合政策課 

連携推進グループ 大橋 電話 045-210-3068 

神奈川大学 

地域連携推進室課長 市川 電話045-481-5661（代表） 



神奈川県と神奈川大学との連携と協力に関する協定書 

神奈川県（ 以下「 甲」 という。） と神奈川大学（ 以下「 乙」 という。） は、次のと

おり協定を締結する。  

（ 目的）  

第１条 この協定は、甲及び乙が緊密な連携と協力により、地域の課題に適切に対応

し、地域社会の発展に寄与することを目的とする。  

（ 連携協力事項）  

第２条 甲及び乙は前条の目的を達成するため、次の事項について連携し､協力する。  

(1) 国際化の推進に関すること 

(2) 未病改善に関すること 

 (3)  まちづく り及び地域社会の活性化に関すること 

 (4)  人材の育成に関すること 

(5)  産業の振興に関すること 

(6)  教育・ 研究・ 文化の振興に関すること 

 (7)  その他前条の目的を達成するために必要なこと 

（ 連携推進会議）  

第３条 前条の連携事項を円滑に推進するため、連携推進会議を設置する。  

２  連携推進会議の構成及び運営に関する事項は、甲及び乙が協議の上、別に定める。   

（ 期間）  

第４条 本協定の有効期間は、締結日から 2022年３月31日までとする。ただし、本

協定による有効期間満了の日の30日前までに、甲及び乙のいずれからも更新しな

い旨の申し出がない場合には、同一条件により３年間更新するものとし、その後も

同様とする。  

（ その他）  

第５条 この協定に定めるもののほか、個別の連携事業に係る事項その他必要な事項

は､甲及び乙が別途協議して定めるものとする。  

この協定の締結を証するため､本書２通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自そ

の１通を保有する。  

2019年1月31日 

甲  横浜市中区日本大通１番地     乙  横浜市神奈川区六角橋３-27-１  

神奈川県知事             神奈川大学長 
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関連する主な

連携事業の柱 ＳＤＧｓ のゴール

(1)　国際交流・ グローバル人材育成に関すること

　外国人留学生の視点を活かした観光振興や、多文化共生を目的とした留学

生支援事業など、世界30を超える国と地域に100以上の協定校・ 提携校を有

する大学の特徴を生かした外国人にとって魅力ある環境づく りに取り組む。

(2)　未病改善に関すること

　未病を改善する意識を大学内で醸成させ、学生及び教職員が心身ともに

健康であることを第一に考え、一人ひとりが心身ともに健やかに活動でき、

安心して学び・ 働ける環境を整備する。

(3)　人生100歳時代の設計図の取組に関すること

　若者が人生100歳時代を自らの課題として捉え、考える機会を、大学の既

存授業等を通じて設けるとともに、フィールドワークなどを活用した地域課

題の解決やコミュニティの活性化に向けた取組の実施。

(4)　神奈川県の地域を担う人材育成に関すること

　学部学生を対象とした、明日の神奈川を担う人材育成を目的とした神奈川

県職員等による、県の施策や取組への理解、県の魅力を深めてもらうための

授業開講(2020年以降） するとともに、大学の持つ教育機能と連携し県内小学

校教員に向けた外国語教育中核教員養成研修を実施。

(5)　産学公の連携強化に関すること

　学生と県内企業との情報交換・ 交流会を開催するとともに、大学の持つ

シーズ（ 専門プログラムや高度専門人材） と企業における、ものづく り技術

との連携による、県内産業の活性化に向けた取組を実施。

具体的な連携事業

【 具体的な連携事業と関連するＳＤＧｓのゴールについて】

神奈川県と神奈川大学は連携してＳＤＧｓの取組を推進していきます。具体的な連携事業の実施によりつながって

いくと考えられるＳＤＧｓの関連する主なゴールを参考に掲載しています。

「 神奈川県と神奈川大学との連携と協力に関する包括協定」

に基づく具体的な連携事業
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